
令和 3年 3月 22日

厚生労働大臣 殿

療

明

次の職員の令和 2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとお りです。

1.研究事業名  成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業健 やか次世代育成総合研究事業)

機関名

所属研究機関長 職 名

氏 名

埼玉県立小児医

病院長

2.研究課題名 身体的・精神的・社会的(biopwchosocial) に健やかな子どもの発育を促すための切れ 日

のない保健・医療体制提供のための研究

3.研究者名 (所属部 局 名 )・ 職 埼玉県立小児医 療センター・病院長

氏 名 フリガナ)岡  明 ・ オカ アキラ

4.倫理審査の状況

(※ 1)当 該研究者が当該研究を実施するに当たり違守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他 (特記事項)

(※ 2)未審査に場合は、その理由を記載すること。

(※ 3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

該当性の有無

有 螢

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)

審査済み   審査した機関 未審査 (※ 2)

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □ □

人を対象 とす る医学系研究に関する倫理指針 (X3) □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :               ) □

受講 ■  未受講 □

6.利益相反の管理

当研究機関における(,OIの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 ■ 無 □ (無の場合は委託先機関

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無 有 口 無 □ (無の場合はその理由

当研究に係るCOIに ついての指導・管理の有無 有 □ 無 ■ (有の場合はその内容

(留意事項) ・該当する□にチェックを入れること.

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること,

□ □

□ □

□   ■

研究倫理教育の受講状況



厚生労働大臣  殿

機関名

所属研究機関長 職 名

氏 名

令和 3 年 4 月 2 日

国立研究開発法
国立成育医

理事長

欧
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覇簾
次の職員の令和 2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。

1.研究事業名  成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業 K健やか次」ЦIヽ育成総合研究事業)_

2.研究課題名 身体的・精神的・社会的 (biopsychosocial)に 健やかな子どもの発育を促すための

切れ目のない保健・医療体制提供のための研究

3.研究者名 (所属部局・職名) こころの診療部・統括部長

(時名 フ l〕 ガ
‐j )   ノ| 、枝 津也・ コ エ ダ タッヤ

4.倫理審査の状況

(※ 1)当 該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員 の んでいる場合は、「 査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他 (特記事項)

(※ 2)未審査に場合は、その理由を記載すること。

(※ 3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や 「臨床研究に関する倫理指針」|こ 準拠する場合は、当該項日に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 □  未受講 □

6.利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 口 無 口 (無の場合はその理由 :

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 □ 無 □ (無の場合は委託先機関

当研究に係るCOIに ついての報告・審査の有無 有 □ 無 口 (無の場合はその理由

有 口 無 □ (有の場合はその内容 :

・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)該当性の有無

有  無 審査済み   審査した機関 未審査 〈×2)

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 ロ    ロ 0 □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □ □ □ 0

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (※ 3) □   □ 日 国立成育医療研究センター □

ロ    ロ 0
厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等

の実施に関する基本指針

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :               ) 0   0

(留意事項 )

□ □

当研究に係るCOIに ついての指導・管理の有無



令 和   3`午1  2月   10日
厚生労働大臣 殿

機関名 あいち小児保健医療総合センター

所属研究機関長 職 名 センター長
|

氏  名 イリリ1'ド  浩明 即

次の職員の令和 2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

1.研究事業名 _― 笠迭世代宣』塑盤 コ嘘璧鵬壼健墜二望型量盤箋姐金:金Ⅲ究塾 _______

2.研究課題名 身体的・精神的・社会的 (biopsychos∝i」)に健やかな子どもの発育を促すための切れ

」のない保健・医療埜制提量のための研究

(所 庭蔀 島 ・ 膳 猛 う 側tセンター・ 保律 セ ン タ ― 長

氏 名 フリガナ) 山崎 嘉久 ヤマザキ ヨシヒサ)

4.倫理審査の状況

(※ 1)当 該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他 (特記事項 )

(※2)未審査に場合は、その理由を記載すること。
(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や 「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

該当性の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入 〈※1)

審査済み   審査した機関 未審査 (※ 2)

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■ □

遺伝 r治療等臨床研究に関す る指針 □   ■ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (※ 3) ■ あいち小児保健医療総合センター □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
|_〕  ■

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :               )

研究倫理教育の受講状況 受講 ■  未受講 □

6.利益相反の管理

・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由:

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 ■ 無‐□ (無の場合は委託先機関

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

当研究に係るCOIに ついての指導・管理の有無 有 □ 無 ■ (有の場合はその内容

(1ィ I『1,1‐ ln)

3.究者名

□

□

□ □

□

□ □ □



厚生労働大臣 殿

機関名

所属研究機関長 職 名

氏 名

次の職員の令和 2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査

ては以下のとおりです。

令和 3年  3月  16日

国立大学

学 長

状況及

国□m画

につい

のない保健・医療体制提供のための研究

3.研究者名 (所属部局・II哉 名 岡山大学病院・講師

`時

名・ ワ llガ十 )片 岡 祐子 ・ カタオカ ユウコ

4.倫理審査の状況

(※ 1)当 該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は,「未審査」にチェックすること。

その他 (特記事項)

パイロット研究に該当するため                   ___________
(※ 2)未審査に場合は、その理由を記載すること。

(※ 3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項日に記入すること。

5。 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

該当性の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入 (※ |)

審査済み   審査した機関 未審査 (※ 2)

二   ■ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針
=  

ロ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (× 3) ■   □ □ ■

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□   ■ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :               ) □   ■ □

受講 日  未受講 □

6.利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由:

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無

当研究に係るCOIに ついての報告・審査の有無

当研究に係るCOIに ついての指導・管理の有無 有 □ 無 ■ (有の場合はその内容 :

1.研究事業名 盛亘基昼真』旦量2笙些」こЁl盛基盤二圧窒里送L」塁i2次世1ヽ宣』量当含型壁笙邑担 ______

2.研究課題名 場曇■■当艶」踵|■:」:塁錘:ユ__■m堅江奎ω堅|二12■重彗ン型
=iど

立の発漬埜』:国

=壺
墜2堕こ旦

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針

□

□

研究倫理教育の受講状況

有 ■ 無 □ (無の場合は委託先機関 :

有 ■ 無 □ (無の場合はその理由:



ifir 3 + ) n >ba
厚生労働大臣  殿

機関名

所属研究機関長 職 名

氏 名

次の職員の令和 2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益特務を書事の管理につ

いては以下のとおりです。

1.研究事業名 成育疾患克服等次 |‖代育成基盤研究事業 (健やか次世代育成総合研究事業)

福岡県 立人学

学 長

柴‖1 洋 i郎     匡|]

2.研究課題名 S

日のない保健・医療体制提供のための研究

一
ヽ の の

3.研究者名 (所属部局・職名) 看護学部・教授

(氏 名・フリガナ) 松浦 賢長・マツウラ ケンチョウ

4.倫理審査の状況

(※ 1)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他 (特記事項 )

(※ 2)未審査に場合は.その理由を記載すること。

(※ 3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

該当性の有無

有 血
¨

左記で該当がある場合のみ記入 〈xl)

審査済み   審査した機関
未審査 (x

2)

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針

遺伝子治療等臨床研究に関する指針

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (※ 3) □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :               )

研究倫理教育の受講状況 受講 ■  未受講 □

6.利益相反の管理

有 ■ 無 □ (無 の場合はその理由:

当研究機関におけるC()I委 員会設置の有無 有 ■ 無|□ (無の場合は委託先機関 :

当研究に係るCOlに ついての報告・審査の有無 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由 :

有 □ 無 ■ (有の場合はその内容

(留意事項) ・該当する□にチェックを人れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □

□ □

ロ   ロ □

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定

当研究に係るCOIに ついての指導・管理の有無



令和 3年  3月  16日

厚生労働大臣 殿

機関名

所属研究機関長 職 名

氏 名

国立大学

学長 皿閥画
■
~

■

益相反等 つ い次の職員の令和2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及

ては以下のとおりです。

1.研究事業名 成育疾患克服等次世代育成基盤研究事茎_玉建金金:Z`d:」 :壁:呈』■:盤全型ピ睦壁包

2.研究課題名 身埜幽_二壼整幽:上量全饉区:堕工壁亜堅堅墾ユユ菫彗
=」

二L墜墜2整Ё生促:艶Lめ⊇塑:ユ旦

のない保健 。医療体制提供のための研究

3.研究者名 (所属 組 局 ・ 職 名 )大 学 院保律学研究科・教授

(時名 ・ フ 1〕 ガナ )中 幹ト ナカツカ ミキヤ

4.倫理審査の状況

(※ 1)当 該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他 (特記事項)

(※ 2)未審査に場合は、その理由を記載すること。
(※ 3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項日に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

該当性の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)

審査済み   審査した機関 未審査 〈×2)

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針
=  

■ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 コ   ■ □ □

人を対象 とする医学系研究に関する倫理指針 (※ 3) □   ■ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
コ   ■ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 1               ) コ   ■ □

研究倫理教育の受講状況 受講 ■  未受講 □

・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 ■ 無 □ (無の場合は委託先機関 :

当研究に係るCOIに ついての報告・審査の有無 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由:

当研究に係るCOIについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■ (有の場合はその内容 :

(留意事項)

□

□

□

6.利益相反の管理



令和 3年 2月  18日

厚生労働大臣  殿

国 EX3

内

機関名

所属研究機関長 職 名

氏 名

久留米大

学長

薩
薔

切れ 日のない保健・医療体制提供のための

3.研究者名 (所 属蔀 局・ 職 名 う 学部小 児科・ 准教授

(氏 名 フリガナ)永 半  イ言一郎・ ナ ガ ミツ シンイチロウ

4.倫理審査の状況

(※ 1)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み]にチェッ
クし一部若 しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他 (特記事項 )

(※2)未審査に場合は、その理由を記載すること。
(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

該当性の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)

審査済み   審査した機関 未審査 (※ 2)

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □ □

人を対象 とす る医学系研究に関す る倫理指針 (※ 3) ■   □ □ 久留米大学 □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
ロ   ロ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :               ) □   ■ □

研究倫理教育の受講状況 受講 ■  未受講 □

6.利益相反の管理

・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由 :

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 ■ 無 □ (無の場合は委託先機関

当研究に係るCOIに ついての報告・審査の有無 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

当研究に係るCOIに ついての指導・管理の有無 有 □ 無 ■ (有の場合はその内容

(留意事項)

次の職員の令和 2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。

1.研究事業名 __成宣基旦菫L眼笠△世1ゝ宣E2塑』国塑ヒヨ重
=当

_【笙主盆ム」菫」主自ユ総全コl窒壺盪 _______

2.研究課題名 __身埜幽二壺塾量■」墜筆L■丞堅墾主壁∝国と_二進重ユ塾亜2」:≦塑i麹艶□:監:LL奎2

□

□

□



令和 3  年 2  月 22  日
厚生労働大臣  殿

開発法 人
医療研究センタ~機関名

所属研究機関長職名

氏 名

国立研究
国立成育

理事長

五十嵐 隆 「 |]

次の職員の令和 2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。

1.研究事業名 __2謹整重」』壁壁笙堕生宣庄基理型日置墾豊」壁堂L左世イ1に 査:庄総塗回り重当金_______

2.研究課題名 _身体的・精神的・土全堕 (bimttchosoclal)|口睦金韓 上のコ塞超型菫壺コ塾2望れ

目のない保健・柩 療¨ 左めの工究

3.研究者名 (所属部局・職名)  感覚器・形態外科部眼科・医長

(【名 フ l〕 ガナ ) 科幸子 _ン ナ サチコ

4.倫理審査の状況

(※ 1)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は.「未審査」にチェックすること。

その他 (特記事項)

(※ 2)未審査に場合は、その理由を記載すること。

(※ 3)廃止前の 「疫学研究に関する倫理指針」や 「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること.

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

該当性の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)

未審査 (※ 2)

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □    ■ □ □

遺伝 F治療等臨床研究に関する指針 □    ■ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (※

3)

□    ■ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
口    ■ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :               ) □

研究倫理教育の受講状況 受講 ●  未受講 □

6.利益相反の管理

・該当する日にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

当研究機関における COIの管理に関する規定の策定 有 口 無 □ (無の場合はその理由

当研究機関における COI委員会設置の有無 イJ 無 □ (無の場合は委託先機関

当研究に係る COIに ついての報告・審査の有無 有 ■ 無 口 (無の場合はその理由

当研究に係る COIに ついての指導・管理の有無 有 □ 無● (有の場合はその内容

`留
ξ

.「
■l,

審査済み   審査した機関

□

□

□□    ■



令和 3年 4月 5日

厚生労働大臣  殿

機関名 独立行政法人国立病院機構
久里浜医療センター

院 長

樋  口  進     印

所属研究機関長 職 名

氏  名

次の職員の令和 2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。

1.研究事業名 成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業 (健やか次世代育成総合研究事業)

2.研究課題名 身体的・精神的 。社会的 (biopsvchosocial 律 や なヽ子 ど1ゝ の発育を促すための切れカ

目のない保健・医療体市」提供のための研究

3.研究者名  ( 所属部局・職名)  臨床研究部 研究員

(氏名・ フ リガナ)  中山秀紀 ナカヤマ ヒデキ

(※ 1)当核研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み]にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他 (特記事項)

(※ 2)未審査に場合は、その理由を記載すること。

(※ 3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

該当性の有無

有  無

左記で該 当がある場合のみ記入 (※ 1)

審査済み   審査した機関 未審査 (※ 2)

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (※ 3) ■   □ ■ 久里浜医療センター倫理委員会 □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
ロ   ロ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :               ) □   ■ □ □

研究倫理教育の受講状況 受講 日  未受講 □

6.利益相反の管理

・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □ (無 の場合はその理由

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 ■ 無 □ (無の場合は委託先機関 :

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由 :

当研究に係るCOIについての指導・管理の有無 有 □ 無 口 (有の場合はその内容

(留 意事項 )

4.倫理審査の状況

□

□



令和 O年 ュ 月 ,2日

厚生労働大臣  殿

日立研究関発ま八

理事長五十嵐

血1爾出開機関名

所属研究機関長 職 名

氏 名

諄

L_

次の職員の令和 2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。

成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業 (健やか次世代育成総合研究事業)1.研究事業名

2.研究課題名 身体的・精神的・社会的 (biopsvch に健やかな子 どもの発育 促 す めの切れを

日のない保健 。医療体制提供のための研究

3.研究者名 (所属部 局・ 職名 )  総合 診療 部総合 診療 医 員

(氏名・フリガナ)  1阪下和美 サカシタカズミ

4.倫理審査の状況

(※ 1)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他 (特記事項)

該当性の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)

審査済み   審査した機関 |(審 ri l■」.

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (※ 3) □   ■

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□   ■ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :               )

研究倫理教育の受講状況 受講 ■  木受講 □

6.利益相反の管理

・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 イ,ロ  リ11〔  |111・・‐1■ 命.1■マ.理由

当研究機関におけるCOl委 員会設置の有無

当研究に係るCOlに ついての報告・審査の有無 ・ ■         .      :■ _

当研究に係るCOIに ついての指導・管理の有無

[[

□ □

□

□ □

□ □ □

(※2)未審査に場合は、その理由を記載すること。
(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について



令和 3年  2月  25日

機関名

所属研究機関長 職 名

氏 名

111西 にFI大学

学k

如 ll 十‐      「 ||

r｀ 刊ヽ益相反等の管理 ン

=〉
次の職員の令和 2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及

いては以下のとおりです。

1.研究事業名 成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業 健やカヽ次世代育成総合研究事業 )

2.研究課題名 身体的・精神的・社会的 (biopwchOsoclaD_L健茎埜:望:こi:二と主」生の:L査:塗:亜:塁:立型:墜

`2」

ユ墨
`

日のない保健・ 医療体制提供のための研究

3.研究者名 (所属 蔀 島・ 膳 名 う ′|、 児科  ・ 准教授

氏 名 ガナ ) 石暗  僣子  ・ イシザキフ リ ユウコ

4.倫理審査の状況

(※ 1)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、f未審査」にチェックすること。

その他 (特記事項)

(※2)未審査に場合は、その理由を記載すること。

(※ 3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

該当性の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)

審査済み   審査 した機関 未審査 味2)

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (※ 3) ■   □ ロ

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□   ■ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :              ) □   ■

研究倫理教育の受講状況 受講 ■  未受講 □

6.利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由 :

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 ■ 無 □ (無の場合は委託先機関 :

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由 :

当研究に係るCOIについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■ (有の場合はその内容

I ・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

厚生労働大臣  殿

□

□



令和 3 年 3 月 31 日

厚生労働大臣  殿

機関名

所属研究機関長 職 名

氏 名

東 邦 大 学

学
　
高
一

長

　

松 研___壁
||ヽ

次の職員の令和 2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。

1.研究事業名 __成宣製艶:載l壁:塾医:些生萱:庭聾國 1ビ:輩:瑳__壺堅埜迭些出艶盤墜幽菫皇麹_______

2.研究課題名 _2塾■■:_檀神芭三社会的 (Lo饉匹hosocial)に 健やかな子どもの発育を促すための切れ

目のなし の め の

3.研究者名 (所属 吉ζ局・ 職 ス )医 学 部・教授

(氏 名 フ リガナ ) 松 車裕 行・ ウ ラマ ツ E E ja+

4.倫理審査の状況

(※ 1)当 該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他 (特記事項 )

(※ 2)未審査に場合は、その理由を記載すること。
(※ 3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や 「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

該当性の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入 は 1)

審査済み   審査 した機関 未審査 (※ 2)

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (※ 3) ロ   ロ 東邦大学医学部 □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
||  ■ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :               ) □   ■ □

研究倫理教育の受講状況 受講 日  未受講 □

6.利益相反の管理

・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 ■ 無 □ (無の場合は委託先機関

当研究に係るC01についての報告・審査の有無 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

当研究に係るCOlに ついての指導・管理の有無 有 □ 無 ■ (有の場合はその内容

□

□

□

□

□


